
静岡県人事委員会は、管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年３月29日

静岡県人事委員会委員長 小 川 良 昭

静岡県人事委員会規則７―1297

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

管理職手当に関する規則（静岡県人事委員会規則７―36）の一部を次のように改正する。

改正前 改正後

別表第１ （略）

１ 知事部局

別表第１ （略）

１ 知事部局

組織 職 区分

本庁 危機管理監

部長

静岡県理事

政策推進担当部長

デジタル戦略担当部長

地域外交担当部長

農林水産担当部長

出納局長

部長代理

部の理事

多文化共生推進官

危機管理監代理

感染症対策担当部長

１種

（略）

課長

局の参事

（職員の給与に関する規則

（静岡県人事委員会規則７

―25）別表第２ア行政職給

料表級別職務区分表第７項

第１号に定める本庁の局の

参事に限る。）

３種

組織 職 区分

本庁 危機管理監

部長

静岡県理事

知事公室長

政策調整監

政策推進担当部長

デジタル戦略担当部長

地域外交担当部長

南アルプス担当部長

農林水産担当部長

出納局長

部長代理

部の次長

部の理事

多文化共生推進官

危機管理監代理

感染症危機管理担当部長

１種

（略）

課長

局又は課の参事

（職員の給与に関する規則

（静岡県人事委員会規則７

―25）別表第２ア行政職給

料表級別職務区分表第７項

第１号に定める本庁の局又

は課の参事に限る。）

３種



局の技監

（政策管理局の技監に限

る。）

通商推進室長

地震防災センター所長

水産・海洋統括官

局の参事

（３種に掲げる局の参事を

除く。）

局の技監

（政策管理局の技監を除

く。）

課の参事

課の技監

統括秘書主幹

検査技監

フロンティア推進室長

旅券室長

人材育成室長

建築確認検査室長

鳥獣捕獲管理室長

富士山・南アルプス保全室

長

スポーツコミッション担当

室長

空港調整室長

人権同和対策室長

地域包括ケア推進室長

精神保健福祉室長

医療人材室長

ワクチン推進室長

４種

局の技監

（政策管理局の技監に限

る。）

通商推進室長

地震防災センター所長

局又は課の参事

（３種に掲げる局又は課の

参事を除く。）

局の技監

（政策管理局の技監を除

く。）

課の技監

統括秘書主幹

検査技監

フロンティア推進室長

旅券室長

新被害想定担当室長

人材育成室長

監察室長

健康指導室長

建築確認検査室長

鳥獣捕獲管理室長

富士山・南アルプス保全室

長

スポーツコミッション担当

室長

地域文化推進室長

空港調整室長

人権同和対策室長

地域包括ケア推進室長

精神保健福祉室長

医療人材室長

感染症危機対策室長

４種



２～７ （略）

８ 警察

２～７ （略）

８ 警察

商業まちづくり室長

先端農業推進室長

浜名湖花博20周年記念事業

推進室長

家畜防疫対策室長

未来まちづくり室長

土木設備支援室長

地域外交参事官

広域防災統括官

危機調整官

組合検査官

出納室長

（略）

女 性 相

談 セ ン

ター

（略）

（略）

組織 職 区分

警察本部 （略）

参事官

首席監察官

局長

課長

（会計、教養、監察、デ

ジタル企画、人身安全少

年、サイバー犯罪対策、

通信指令、捜査第一、捜

査第三、組織犯罪対策、

交通規制、運転免許、警

備及び緊急事態対策課の

２種

スタートアップ共創推進室

長

商業まちづくり室長

先端農業推進室長

浜名湖花博20周年記念事業

推進室長

家畜防疫対策室長

未来まちづくり室長

土木設備支援室長

地域外交参事官

副参事

危機調整官

組合検査官

出納室長

（略）

女 性 相

談 支 援

セ ン タ

ー

（略）

（略）

組織 職 区分

警察本部 （略）

参事官

首席監察官

局長

課長

（会計、教養、監察、デ

ジタル企画、人身安全少

年、サイバー犯罪対策、

通信指令、捜査第一、捜

査第三、組織犯罪対策、

交通指導、運転免許、警

備及び緊急事態対策課の

２種



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

課長に限る。）

隊長

（高速道路交通警察隊長

に限る。）

（略）

（略）

課長に限る。）

隊長

（高速道路交通警察隊長

に限る。）

（略）

（略）


